
司法修習給費制に関する「裁判所法の一部を

改正する法律」成立にあたっての会長声明

  本年 11 月 26 日、司法修習生に対する給費制に代わり修習資金を国が貸与する制度を

平成 23 年 10 月 31 日まで停止し、その間、暫定的に司法修習生に対して給与を支給する

とする裁判所法の一部を改正する法律が国会で可決され、即日公布・施行された。これ

により、本年 11 月 27 日から司法修習が開始された新第 64 期司法修習生に対しても、従

前と同様の修習費用が支給されることとなった。

  今回の法改正においては、給費制の完全な復活は実現されなかったものの、昨今の法

曹志望者が置かれている厳しい経済状況にかんがみ、それらの者が経済的理由から法曹

になることを断念することがないよう、給費制が継続される一年間の間に、法曹養成制

度に対する財政支援の在り方について政府及び最高裁判所の責務として見直しを行う

ことがその趣旨とされ、また、附帯決議においては、政府及び最高裁判所は法曹の養成に

関する制度の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な

措置を講ずることも求められている。

　平成 16 年に給費制の廃止が決定されて以降、司法試験の合格者数は増加されている

にも関わらず、法科大学院の志願者数は著しい減少傾向にあり、司法制度改革審議会の

意見書において「国民の社会生活上の医師」としての法曹を養成するため、「多様な人材

を確保する」という司法改革の趣旨に逆行する現状となっていた。そして、その一因とし

て、法曹養成過程における加重な経済的負担が指摘されていたところ、給費制の廃止は

これに追い打ちをかけることなどを強く案じて、日本弁護士連合会や当会が、給費制維

持を求める運動を続けてきた。今回の法改正に至った経過においては、こうした運動に

一定の理解が得られたものと評価している。

まずは、この法改正のための活動に御協力いただき全国で６７万筆の署名（当会で８

万７０００筆）をお寄せ頂くなどした沢山の市民や市民団体、消費者団体、労働団体、こ

れらの団体による「司法修習生の給与の支給継続を求める市民連絡会」、「ビギナーズネ

ット」、困難な国会状況のなかで改正法の成立に並々ならぬ御尽力をいただいた各政

党・国会議員の方々に厚く感謝申し上げる次第である。

また、最高裁判所、法務省等の関係各機関においては、今回の法改正や附帯決議におい

て求められた「法曹養成制度に対する財政支援のあり方についての見直し」や「必要な措

置」について、日本弁護士連合会をはじめ広く意見を徴しつつ、鋭意、協議や検討をいた

だくよう求めたい。

  なお、今回の法改正に至る運動の過程では、「すべての法曹が公共的な職務を遂行して

いるといえるのか」「経済的に困難な者に対する支援はもっともだが、経済的に裕福な者

に対してまで給費する必要性があるのか」といった問いかけも受けた。

しかし、法曹は司法を支える公共財であり、弁護士はそれぞれ「基本的人権の擁護と社
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会正義の実現」という使命を担っており(弁護士法 1条)、弁護士会としても、これらの公

共的使命を自覚し、広範な人権擁護活動や、法律扶助制度の拡充、過疎偏在対策などに取

り組んできた。給費制は、このような公共財としての質の高い、志を持った法曹を養成す

るうえで極めて重要な機能を果たしてきたものであり、かかる法曹を養成することは民

主国家の責務である。もちろん、給費制は、修習専念義務（兼職の禁止）を担保するとの

意味もある。

当会は、今後とも、会を挙げて、弁護士としての使命を果たすべく、なお一層の努力を

傾注していく覚悟であることはもちろんであるが、今回の法改正を受けて、引き続き、上

記の通りの重要な意義を持つ給費制の維持を求めてさらに広く理解を得る努力を払う

とともに、法曹志望者に対する経済的支援の在り方の検討を続け、市民のための司法を

実現するという司法改革の理念をふまえて、法曹養成制度全体の見直しについて積極的

に取り組んでいき、国に対しては、検討機関の早急な立ち上げを求め、今後もこれらの問

題に対する真摯な提言を重ねていく所存である。

                                                        2010 年 （ 平 成 22

年） 12 月 8 日

                                                                  福岡県弁護

士

                                                                　会長 　市 丸 

信 敏
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